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大阪市総合教育会議に係る意見 
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○幼児教育の充実に向けて 
 
１． 教員、保育者の教育力を高める研修を 
各教育現場で「就学前教育カリキュラム」を軸に「知」「徳」「体」を意識した実践

を継続し、その実践に対する評価反省を →（評価反省の観点）「教育的意図をもっ

た働きかけ」を明確にする。 
 
 
 
２．研修の充実と体制 
幼児教育の場は、主に幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、事業所内

保育施設等々であり、それが公立、私立に区分される。このそれぞれに関わる教員、

保育士、保育教諭に「大阪市教育振興基本計画」を伝達できる仕組み、研修体制を作

る。 
 
 
 
３． 家庭と連携していくために 
 特に、乳幼児期の子どもの育ちは、家庭、保護者との連携が必要である。幼稚園、保

育所で実践されている日々の教育実践（教育的意図）を伝え「子どもの育ちと教育」へ

の関心を高めることが必要と考える。 
 教育目的や乳幼児期の育ちで大切にしなければならないことをどのように伝えるか。 
 
 
 
４． 小学校への接続と言うが・・・ 
 「子どもの育ちや学びは連続しています」と就学前教育カリキュラムにも記載されて

います。 
 そのために、特に小学校教員が幼稚園や保育所での教育を理解する必要がある。例え

ば「知」「徳」「体」を意識して教育的意図をもって実践研修（公開保育の場等）される

研修の場に必ず小学校教員が加わり意見交換する。また、小学校の公開授業等の機会に

幼稚園や保育所の教員、保育士が参加し意見交換する。 
 指導者側の教育理解を深めることが、「教育の連続、接続」になる。 






